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むすび にか えて

は じめ に

中華人民共和国の 政治史は ､

一

般 に次の 2 つ の メ ル ク マ
ー

ル に よ っ て 3

つ の 時期に 区分さ れ る ｡ 最初 の メ ル ク マ ー ル は ､ 1 9 5 7 年 6 月 の 反右派闘争

の開始であり ､ 4 9 年10 月 の 建国から始まる 人民民主主義時代 の 比較的寛容

な政治的空気は ほぼ こ れ と前後 して 実質的に終幕を迎える こ ととなる ｡ 経

済調整期 の 揺り戻 しはある も の の ､ 反右派闘争以降､ 文化大革命 の 期間を

つ う じて ､ 基本的に は極左路線が時代を刻印する こと とな っ た ｡ 第 2 の メ

ル ク マ ー ル は ､ 7 8 年12月 の11 期 3 中全会で あり ､ それは文革時代と の 決別

を意味する と とも に ､ 今日 に続く改革開放時代 の 幕開きを意味 した ｡

中国の 改革開放は経済の 領域 か ら始ま る が ､ 地方政治の 分野 ､ 特 に農村

で は8 0 年代以来､ 村民委員会 ( そ の 主任 は 一

般に 村長と呼ば れ る) 選挙 の

実施を中心 に ､ さま ざまな改革が実施さ れ て い る ｡ 筆者は地方 に お け る そ

う した政治改革 の 試み に つ い て 北京市を中心 に考察を行 っ て きた
( 1 '

｡
こ こ

で は改革の 意味を い っ そう深く掘り下 げる ため の い わ ば補助作業と して ､

改革に先立 つ 時代 の 北京郊外地域 の 農村基層制度 の 沿革をト レ ー

ス して み
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る こと とする( 2 )
｡

本稿で 扱う時代 は ､ 上述 の 時代区分で は ､ 改革開放 に先立 つ 2 つ の 時期

に あた る ｡ 地方政権 と して の 北京市の 非都市部に視点を定め る こ とで ､ 中

央で の 政策変更 や指令の み に依拠 した時期区分 を幾分相対化す る と とも に ､

基層 で 実際に どの ような こ と が生 じた か に つ い て 具体的に 明らか にする こ

と が本稿の 課題 で あ る ｡
こ の ような考察は北京史研究の 深化に かかわる と

とも に ､ 中央と地方の 間 に存在 したさ ま ざまな開き ( 政策実行の 時差や温

度差) を明らか にする こ と に よ っ て ､ 中央を中心 と した抽象的認識に対 し

一

定の 問題提起 を行 い うる も の と考える ｡

1 . 接収 ･ 土地改革 (19 49 年2 月 - 1 95 0 年3 月)

建国前後の 北京 ( 北平) 市政府 に は 2 つ の 政治的課題 があ っ た ｡ ひ と つ

は ､ 新政権に よる権力の 接収で あり ､ 新 し い 政権機構を創出する こ と で あ

る ｡
こ れ は新政権 が内戦の 勝利に よ っ て 生ま れ た革命政権で あ る こ とと 関

連 して い る ｡
い ま ひ と つ は ､ 土地改革で あり ､ 共産党と い う執政党に よ っ

て 人民民主主義と い う理念の 下で 展開され た ｡
こ の 2 つ の 課題 は ､ 19 4 9 年

1 月 の 北平解放以 降､ 平行 して 追求さ れたが ､ 当然 の こ となが ち4 9 年10 月

の 建国以前 に は接収が中心 で奉り ､ 以後 に は土地改革が より中心 的な課題

とな っ た ｡ 1 月3 1 日 の 北平解放に先立 っ て ､ 1 月 1 日 ､ 北平市軍事管制委

員会と北平市人民政府 と い う 2 つ の 組織の 成立 が宣言さ れ る ｡ 9 月21 日か

ら30 日ま で 開かれ た中国人民政治協商会議で 北平を北京と改称 し､ 首都 と

する こ とが決定さ れる と ､
こ れ ら2 つ の 組織は それぞれ 北京市軍事管制委

員会 と北京市人民政府と改称され ､ 基層政権の 創出と土地改革の 実施を引

き続き担当す る こと とな っ た ｡

(1) 保甲制度の 廃止と街郷政府 の 設置

当時 の 基層 に は依然 と して 保甲制度が存在 した ｡ 中共中央は19 4 9 年 1 月
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3 日 ｢ 中共中央の 保甲人員を処理する 方法に関する 指示+ と い う大枠の 方

針を示 した ｡ また ､ 北京市で の 具体的な措置に つ い て は ､ 彰真の 1 月 6 日

の 講話｢党の 基本政策を掌撞し ､ 入城後 の 業務をきちん と こ なす+ の ｢ 二+

で 4 点 に わ た っ て 言及さ れて い る ｡ 保甲制度 に対する 政策は最終的に は ､

3 月 に ｢ 北平市人民政府の偽保甲制度を廃止 し街郷政府を打ち立 て る こ と

に関する 初歩的草案+ と して まと め られ た
( 3 )

｡
こ の 草案には 旧制度の 反動

統治の 基礎と さ れ た保甲制度に村する 新政権の 姿勢と ､ 地方政権の 青写真

とが示され て い る ｡ こ こ で はそ の 内容を簡単に 紹介する ｡

草案の ｢
-

+ は ､ 保甲制度を広範な人民を圧迫 し搾取する基層組織とみ

なし ､ その徴底的な廃止 を規定 して い る ｡ その 要員 に村 する政策に つ い て

は ､ ｢ 七+ で 次の よう に規定さ れ て い る ｡ ｢ 偽保甲制度は明文に よ っ て徹

底的に 廃止 さ れ なければならず ､ 偽保甲人員 は各人 の 状況に よ っ て それ ぞ

れ処理 し用 い な けれ ばなら か ､
｡ そ の なか で も重 い 汚職 や恐喝な どの 罪 を

犯 して おり人民か ら酷く憎まれて い る分子 に つ い て は ､ 組織的指導の も と

で ､ 人民 に筋の とお っ た やり方 で ､ 償わせ る こ とを許す べ きで ある が ､ 広

範な闘争運動を形成 して ､ 偽保甲人月全体に遍く恐慌を起こ させ て はなら

な い
｡ 償 わせ る とき にも ､ 筋の と お っ た方式を取り ､ 吊したり打 っ たりす

る 恐怖主義 は取 る べ きで はな い
｡

一

般的 に悪事の 程度が軽く ､ 汚職 の 程度

が軽く ､ 大衆 か らそれほ ど恨まれ て い な い 分子に つ い て は ､ その 任務を解

き ､ 人民 に対 して 誤りを認めさ せ
､ 罪を償 い 手柄を たて る機会を与える べ

きで あ る ｡ 偽保 甲人貞 (特に甲長) で 比較的真面目で あり汚職や恐喝を し

て おらず､ 人民か らも許容さ れ て い る者 に対 して は ､ なお続けて 用 い
､ 業

務の なかで 改造を強化する べ き で あ る+ ｡ 共産党 は保甲長を国民党 の 手先

と考え る が ､
こ の 方針からは ､ 可能な限り彼ら を登用 して い く と い う姿勢

がの ぞか れる ｡ も っ とも個々 人 は ともかくと して ､ 保甲制度その もの に対

して は徹底 した廃止 の 方針が貴かれ ､ それが基層 に おける人民民主政権設

置 の 前提と考え られ て い た こ と が分か る ｡

基層 の 過渡期 の 新政権は街郷政府 と呼称され た ｡ その系統 は草案の｢ 四+
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な どか ら ､

都市部で は ､ 区政府
一

街政府
一

間 (或 い は居民小 組代表)

郊外で は ､ 区政府
一 郷 ･ 鎮政府一 自然村 (或 い は闘)

と整理する こ と が で き る ｡ も っ とも ｢ 四+ に は載 っ て い な い が ､ 街 ･ 郷

･ 鎮政府の
.
レ ヴ ュ ル に 実際に は行政村の 村政府が含まれ て い る と考えられ

る ｡ や が て53 年 になる と多く の 行政村がそ の まま ､ ある い は合併さ れ て 郷

政府に再編さ れ て い く ( 本稿9 5 頁を参照さ れ た い) ｡

その 管轄領域 ､ 境界 に つ い て は ､ ｢ 十+ で 言及さ れ て おり､ 合併 による

変更は可能だ と しな がらも ､ 無用な変更は戒め て い る ｡ 街は20 0 0 戸 以上 ､

郷 は10 0 0 戸程度を標準とする と して おり ､ 2 0 0 戸以上で も5 00 戸 に 満たな い

場合に は ､ 村 と し ､ 郷 を設けな い と して い る ( 十
-

) 0

政府の 構成員 だ が ､ ｢ 二+ で は ､ 選挙を行う に は条件が未成熟だと した

上 で ､ ｢ 五+ で い く つ か の 選抜要件を示 して い る ｡ すなわち ､ 街長 ･ 鎮長

ま たそ の 副位 に つ い て は市政府が派遣す る と して い る が ､ そ の 下 の 人員 に

っ い て は ､ 積極分子 ､ 地下党員 ､ 同情分子､ 進歩分子､ 旧市職員な どか ら

の 登用 と い う選択肢を用意 して い る ｡ その 他職員の 待遇等に つ い て も規定

さ れて い る が こ こ で は触れな い
｡

さ らに ､ 政権の 性格だが ､ 選挙を時期尚早 と戒め なが らも ､ ｢ 三+ で｢ 大

衆と密接に連携 し､ 人民 の 利益を代表し､
･ 人民 の ため に仕事をする 政権を

打ち立 て る+ こ と を言匿っ て おり ､ ｢ 十+ で古
.
ま政権を打ち立て る にあ た っ て ､

大衆 に対する教育と啓発を行 い
､ 簡単な行政命令や形 だ けの 組織で 済ま さ

な い よう に提言 して い る ｡

1 9 4 9 年 4 月2 2 日 に は ､ 全市 に街 ､ 郷 ､ 鎮 ､ 行政村人民 政府､ 計33 9 が 設

置され ､ 5 月 に は郊外農村 の 基層 政権 は基本的に確立さ れ たと され る
(4 )

｡

(2) 自治組織 ･ 大衆組織

基層政権 の 成立 と 同時に ､ 農村の 自治組織や大衆組織が形成 さ れた ｡
ひ

と つ の 大き な自然村ま た は複数の 小自然村をも と に した行政村 は政権機構
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であ っ た ｡ それに対 し､ 自然村を基礎 に村組織が作られ た ｡ そ こ に は村主

任が置か れ､ 自然村はさ ら に複数 の 村民小 組に分 けられ ､ 組長は村民 の 選

挙に より選出され た
｡ 村に は こ の 他に ､ 自治組織と して 治安保衛委員 会と

人民調停委員会が設 けら れ ､ 前者は基層 政府と公安機関の 領導を ､ 後者は

基層政府と基層裁判所の 指導を受け､ 両委員会とも に村民 の 直接選挙で 選

ばれ た ｡ 19 5 0 年 1 月3 1 日時点で ､ 全市 には自然村が1
,
73 3 あ っ た と さ れ る ｡

その 他に農民協会や ､ 婦女連合会と い っ た大衆組織が作られた ｡ 農民協会

は ､ 保甲制度の 廃止 ､ 基層政権の 設置､ 土地改革､ 反革命の 鎮圧 ､ 初期 の

互 助合作運動等 にお い て 重要な役割を果た し ､ 婦女連合会も政権の 設立 ､

女子 ･ 児童の 権利 の 擁護､ 土地改革の プロ セ ス にお い て 重要な役割を発揮

した と され る
( 5 )

｡

(3) 土地改革

北京市に おける 土 地改革は ､ 次 の 3 段階 に 区分 さ れ る
( 6 )

｡ 第 1 段階 は ､

19 4 9 年2 月か ら 5 月末で ､ 調査研 究 ､ 政策制定の 時期｡ 第2 段階 は ､ 4 9 年

6 月 中旬か ら10 月上旬で あり ､ 政策を試験 的 に実施し完全なもの に し ､ 担

当幹部を養成する 時期｡ 第3 段階 は ､ 4 9 年10 月下旬か ら50 年3 月末で あり ､

土地改革の 実施 ･ 完成時期とされる ｡

土地改革の 対象 に な っ た の は
､ 当時 の 8 区 の26 4 行政村 ､ 10 関願 及 び6

鋳で あり ､ 人 口は6 4 万人 ､ そのうち農業人 口 は4 0 万 人弱で ､ 耕地 は1 10 . 5 8

万畝 だ っ た ｡ 土 地 の 占有状況だ が ､ 中心部か らかなり離れ た郊外で は ､ 人

口の7 . 8 % を占め る 地主が土地 の4 4
.
1 % を占有して い る

一

方で ､ 人口 の44 .

4 % を占める 貧農 が占有 して い る の は僅か に9 . 3 % だ っ た ｡ 近郊で は ､ 人

口 の2 . 1 % を占め る 地主 が土地 の19 % を占有し て い る 一

方 で
､ 人 口 の 57 . 4

% を占め る貧農が占有 して い る の は57 . 7 % だ っ た ｡ 近郊 に比 べ て 遠郊で は

い っ そう状況が悪 か ら た こ とが分 かる ｡
い ずれ に せ よ

､ 近郊で も遠郊で も

地主 が占有して い る の は条件の 良い 土地 だ っ た ｡ 北京周辺 の土地制度と経

営形態は ､ 次の 4 つ の 特徴を持 っ て い た
1

o 1 . 土地 の 集中度が高 い
｡ 2 . 多く



法政理論第3 8 巻第 4 号
､
(20 0 6 年) 9 1

の 地主 が商工 業を兼業 し ､ 市内の 資本家も郊外 に土地を持 っ た ｡ 3 . 主 に近

郊 で は農業生産の 商品化 の 趨勢がぁられ た ｡ 4 . 宗教 関係や慈善団体な どの

保有する特殊な土地があ っ た
(7 )

｡

土地改革 は北平市軍事管制委員会 が19 4 9 年 5 月31 日 に頒布した ｢ 北平市

軍事管制委員会 の 北平市轄区農業土地問題 に関する 決定+ の12 項目 にも と

づ い て 執行された
(8 )

｡ そ の 精神を ､ 50 年1 1月 8 日の ｢ 北京市人民政府の 北

京郊外地域土地改革に関する 総括報告+ は ､ 次の 4 点に ま とめ て い る ｡ 1 ･

北京郊外地域 の 土地政策に は ､

一

般地域 の 土地政策と､ ひ と つ 原則上 の 違

い がある ｡ すな わち ､ 没収 した地主の 土地と徴収した富農 の 貸与地 は国家

所有と し ､ 土地や
言な い か 少 か ､ 農民 の使用 に 国家 が分配す る o 2 ･ 北京郊外

地域 の 土 地改革の 富農 に対す る 政策は ､ 富農の 貸与地 の み を徴収 し､ 富農

の 自耕地 と小作を雇 っ て 耕す土地及び そ の 他の 財 産に は手を触れな い
｡ 3 .

北京市郊外地域 の 土地改革は地主の 土 地 ､ 家畜､ 農具及 び余り の 家屋 を没

収する の み で ､ 地主 の 最後 の 財産や そ の 他の 動産に は 一 律 に手をつ けな い
｡

4
. 土地改革の 過程で 工 商業に対 して保護政策を採る ｡ した が っ て ､ 都市 ､

街鎮及 び郷村 の 大小 の 商工 業に は い か なる 波紋も及 ぼさ か - ( 9 )
｡

北京市党委員会書記 の 彰真 は1949 年10 月17 日 ､ ｢ 農民を動員 して ､ 自分

で 手を動か して 封建を消滅さ せ る+ と題す る 講話を行 っ て い る ｡ 彰真は こ

こ で 具体的 に 4 つ の こ と を求め る と 同時に ､ ｢ 三不動+ と して 3 つ の こ と

を戒め て い る ｡ 彼が求め た 4 づ の こ とと は ､ 1 . 大衆が自分か ら動 い て 自分

の 手で 問題を解決す る こ と ｡ 2 . ス パ イ ､ 土豪劣紳な ど ､ 土地改革を阻む者

す べ て と 闘う こ と ｡ 3 . 地主 の 土地 ､ 家屋 ､ 糧食､ 農具を没収する もの の ､

城内で は こ れを行わ な い こ と ｡ 4 . 没収された土地 ､ 家屋 ､ 農具は公平に分

配す る こと ､ で ある ｡ また ､ ｢ 三 不動+ と は ､ 1
. 中農の 土地 ､ 財産に は手

を つ けな い こ と ｡ 2 . 商工 業には手をつ けな い こ と ｡ 3 . 地主の 城内の 家屋 に

は手を つ けな い こ と ､ で ある
(10)

｡

こ の 土地改革に よ っ て ､ 仝郊外地域で 没収され た地主の 土地と徴収され

た富農の 貸与耕地 は併せ て3 94
,
7 9 6 畝 に 達 した ｡

こ れ ら の 土地 はそ の 地権
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が国有に帰 した以外は等 しく土地 の か - 或い は土地 の 少な い 農民に 分配さ

れ た ｡ また ､ 土地改革運動 の 過程 で悪質な土豪劣紳は罪を償わされ ､ 裁判

所に告発 され 処罰を受けた ｡ さら に農民の 政治的自覚は大 い に高まり ､ 2 6 3

村に農民協会が設立さ れ ､ 郊外 の222 村 に共産党 の 支部が作られ ､ 2 0 1 村 に

新民 主主義青年団の 支部が作 られ た
(l l)

｡

こ の よう に して ､ 新民主主義時期の 基本課題 で ある土地改革は ､ 数カ月

の 試験段階を経た後､ 北京市郊外に お い て は19 4 9 年10 月下旬 に全面 的 に開

始さ れ ､ 5 カ月 の 経過を経て ､ 5 0 年3 月末に終了 した
(12)

｡
こ の 5 カ 月 は前

述 の 第3 段階 にあたり ､ さ らに 3 期 に別ける こ とが可能で あ る ｡ 第 1 期 は ､

4 9 年10月下旬から50 年 1 月前後で あり､ 73 村 にお い て 実施さ れ ､ 第2 期 は

5 0 年1 月初め か ら 2 月末で あり ､ 1 0 2 村が村象 に なり ､ 第3 期 は 3 月 初め

か ら3 月末で あり､ 88 村で 実行され た ｡
こう して 北京郊外 の27 0 村が土地

改革を終えた の だ っ た
(13)

｡

2 . 社会主義的改造 (19 50 年 - 1 9 58 年)

土地改革は地主制度の 撤廃を目指したも の で あり ､ それ に よ っ て 自作農

が創出され た
｡ その 過程 に は行き過 ぎもあ っ た が ､ ともかく も農民 は こ の

改革に よ っ て 封建的搾取関係 から解放され た と さ れる ｡
こ れは 人民民主主

義時代を特徴 づ け る 政策で あ っ た ｡ 中国は次に ､

■
社会主義的改造を目指す

こ と になる ｡ それ は生産手段の 私有制か ら集団所有制 へ の 転換で もあ っ た ｡

こ の プロ セ ス にお い て ､ 農民 は社会主義的性格 を持 っ た 互助組から ､ 半社

会主義的と さ れ た初級合作社 へ
､ そして さら に 完全な公有制を内容とする

高級合作社 - と組織され て い っ た ｡

こう した方針は全 国 レヴ ュ ル で は
､ 1 95 1 年12 月 の 中共中央 ｢ 農業生産の

互助合作に関す る 決議+ と ､ 5 3 年12 月 の ｢ 農業生産互助合作社 の 発展 に関

する 決議+ と い う 2 つ の 決議 に よ っ て 示され た ｡ も っ とも ､
こ の プロ セ ス

は当初 ､ 漸進的なも の とされ ､ そ の 実現 には 5 カ年計画3 回分 の1 5 年が予
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走され ､ 5 3 年か ら6 7 年と い う長 い 期間 が設定され て い た の で あ っ た ｡
こ の

ゆ っ くり と した改造の 構想 は5 5 年の 後半に至 ? て ､ 毛沢東 に よる 急進政策

の 呼びか けに よ っ て 壊滅的な影響を受ける ｡ 周知の よう に ､ 5 6 年 9 月 の 第

8 回党大会で は 中国が社会主義を実現 した こ とが宣言さ れ る ｡ 社会主義化

は予定より1 1年も早く達成 され て しま っ た ｡ 社会主義化の プロ セ ス は ､ 1 5

年か ら 4 年に短縮 されて 完了 した の で あ っ た ｡ 加えて5 7 年に は反右派闘争

が開始さ れ ､ 農村建設 は大きな影響を受ける こ と に なる ｡

(1) 北京市に おける社会主義的改造

北京市 で は19 50 年3 月 に党委員会と市政府の 拡大幹部会覇が 開か れ大規

模な生産運動が提起さ れ ､ 増 産
一

成 ( 1 割増産) と い う任務が示され る ｡

こ の 年の 春耕 の 際 に最初 の 互助組が作られ た ｡ 5 1 年に は中共北京市委員会

郊外地域 工作委員会が ､ 臨時互助絶と季節互助組を発展さ せ
､ 常設互助 組

制 に つ な げて い く 方針 を提 示するょ こう して ､ 5 1 年12 月 に な る と ､ 1
,
7 0 9

の 常設互 助組を含む4 ,
4 2 4 の 互 助組が成立 した

(14)
｡ 互 助祖 は

一

般 に ｢ 自願

互 ( 両) 利 ､ 等価交換+ の 原則 で成立 した
(1 5)

｡ 『当代中国的北京』 は互助

組 に よ る協力関係 は明らか に個体戸 に よ る単独の 労働にまさ っ て おり ､ 土

地改革に よ っ て 解放 さ叫た農民 に と っ て は魅力的だ っ た と して い る ｡ そ の

た め ､ 中共中央が招集 した第1 次互助合作会議で5 1 年9 月 に採択 さ れた｢ 中

共中央の 農業生産互助合作に 関する 決議 (草案)+ が 下 達さ れ た12 月以 降､

合作は急速 に進展 し ､ 5 2 年の 時点で 互助組織に参加 した農戸 は全体 の6 1 . 8

% にも達した とさ れ る
(16)

｡ 5 2 年 4 月 になる と中共北京市委員会郊外地域 工

作委貞会は ､ 常設 互助組発展 の 方針を提示 し､ 部分的 に は農業生産合作社

も試 み られ た ｡ そ の 結果 ､ 5 2 年12 月末 に は ､ 5
,
1 9 9 の 常設 互助 組 を含め て ､

互助組総数は12
,
00 7 にも達 した ｡

こ の 時点で ､ 7 4 , 3 1 5 戸 ､ 当該地域仝農業

戸 の58 % ､ 耕作地 は68 万畝 ､ 当該仝耕作地 の55 % が 互助組 に組み込まれ た

こ と にな っ た
(17)

｡

農業合作化運動の 期間は ､ 1 9 5 2 年春か ら56 年春の 期間で ある とさ れ ､ 3
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つ の 段階に別 けられる ｡ 5 2 年春か ら53 年春は試験段階で あり ､ 53 年春か ら

55 年春が推進段階､ 5 5 年1 1 月 から56 年初 めが高揚期で ある
(18)

｡ 5 2 年の 春に

は1 0 の 農業生産合作社 が試験 的 に作 られ ､ 53 年になる と合作社 は6 4 ､ そ の

構成員 は1
,
0 0 4 戸 に も拡大 した

(19)
｡ も っ とも53 年 の 3 月 に 党中央は ｢ 反 目

進+ ( 暴走に 反対す る) を指示 して お り ､ すで に加熱 の 傾向が現 れ ､ 党中

央がそれ に 注意を払 っ て い た
.
こ と が知れ る ｡

1 9 5 4 年の 時点で は ､ 合作社数は4 12 となる ｡ そ の 内訳 は高級合作社1 14 ､

初級合作社2 9 8 ｡ も っ とも ､
こ の 時点で は

, 加入農戸 は9 , 86 0 戸 で ､ 郊外地

域農戸総数の 8 % に過 ぎな か っ た ｡
こ の 傾向は しか し急進化 し ､ 5 5 年 2 月

に な る と ､ 拡社建社 工 作 は基本的 に終了 し､ 合作社総数は70 1 と な っ た ｡

入社農戸 数は5 . 5 万以上 となり､ 郊外地域 の 農戸 の46 % が 加入する 状態と

な っ た ｡ 7 0 1 の 内訳 は ､ 高級合作社 が343 ､ 初級が3 58 で ある ｡ 当時郷 は3 12

あ っ たが ､ すで に288 郷 で 農業合作社が作られ て い た ｡
こ れ は つ まり ほ ぼ

各郷 に ひ と つ の 合作社 が で きた こ とを意味して い た
(20)

｡

も っ とも ､ 1 9 5 4 年の 冬から55 年の 春 に かけて ､ 中農の 利益を犯 し､ 盲目

的 に高級合作社を志向する偏向 は現 れ て い た ｡ 5 5 年 3 月 に は党中央農村工

作部が ｢ 既存 の 合作社 を強固なも の にする こ と に 関する通知+ を発 して い

る
(21)

｡ その 結果先の3 43 の 高級合作社 は77 に まで 減少 し ､ 1 0 0 戸以上を抱 え

るも の の 条件に 満たな い 大規模な合作社が ､ 30 戸 や50 戸規模の 合作社 に再

編され て い っ た ｡
こ の 調整 の 過程で ､ 富裕な中農を中心 と して ､ 入社 した

農戸 の 6 % に当 たる3
,
6 0 0 戸 以上 が退社 した と い う ｡ も っ とも新た に 加入

した農戸も あり ､ 実際 の 減少は1
,
0 0 0 戸強で あ っ た とさ れ る ｡ 結果 的 に ､

農戸全体に占め る 入社戸 の 比率は4 7 % からわずか に 下 が っ て46 % に な っ た

と い う
(2 2)

｡
こ の 時期 ､ 合作社 の 拡大や新設は 政策と して 停止 し ､ 合作社 の

整理と地固め が布わ れた ｡ 大規模な合作社は分割さ れ ､ 高級合作社が初級

合作社 にも どされ る こ ともあり､ ま た ､ ｢ 自願互利+ の 原則 にも と づ い て

退社を望むも の に は それ が許 され た ｡

19 5 5 年 7 月末､ 毛沢東は ｢農業合作化問題 に つ い て+ の 講演を行う ｡ そ
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して ､ 10 月 に は第7 期6 中全会で ｢農業合作化問題 に つ い て の 決議+ が採

択 さ れ る ｡ 北京市 で は11月 に市委員会拡大会議が 開催さ れ第7 期6 中全会

の 報告と決議が討論 さ れ る ｡ 北京市で は同月20 日 に は3 50 名の 幹部を選抜

して 短期研修 を行 い
､ 1

, 0 0 0 人近く の 宣伝隊を郷に 派遣 して 中央 の 方針 を

推し進め た ｡
こう し て 過剰な合作化熱が蔓延 して い っ た ｡ その 結果 ､ 56 年

1 月上旬 に は北京市郊外地域で は99 . 6 % の 農戸 が合作社 に加入 し ､ す べ て

の 初級合作社は高級合作社となり､ 農業合作化が実現した ｡ 合作化の 過程

は わずか 2 カ月 ｡ 北京市自らが5 5 年1 1月 に 制定 した ｢ 北京郊外地域農業合

作化7 年 (19 56
-

6 2) 総計画+ に比 べ て 著しく早 か っ

‾
た

(23)
｡

(2) 党組織 ･ 大衆組織 ･ 政府 ･ 選挙 ･ 経済組織

共産党の 組織 は ､ 郷 に党支部 (党員が5 0名以上 い る郷 で は総支部) を設

置 し ､ 自然村に は党小組を設置した ｡ 194 9 年時点で の 北京郊外農村の 党員

数は2 22 人 ｡ 5 0 年 の 土 地改革 の 時期 の 増加 を経て ､ 5 2 年に 西鉱 区が北京市

に編入さ れた た め に7 , 00 0 人以上 の 党員が 移動 し て き た ｡ 5 2 年末の 時点で

は ､ 郊外地域 党員数は9 ,
4 66 人 ､ 5 5 年末 に は10

,
7 6 4 人 ､ 5 6 年に は18

,
0 7 1 人

とな っ た
(24)

｡

農会は基層 の 人民 政権が成立する過程で 生まれ ､ 土地改革の 時期に急速

に発展 したもの で あ る ｡ 1 9 5 0 年1 1月 に開か れ た農民代表会議で ､ 北京市農

民協会に 改称 され た ｡

. こ の 組織は翌51 年10 月15 日 に歳立 した ｡ 市委郊外地

域 工作委員会書記 がそ の 主任を兼任 して い る こ とか ら ､
こ の 組織の 共産党

と の 近 さが分か る ｡

行政 に つ い て は19 53 年 に調整 が行わ れ ､ 5 7 2 の 行政村が28 1郷 に再編 さ れ

た ｡ 1 村が 1 郷 に な っ たも の が1 13 , 複数村が 1 郷 に まと め られ た も の が14

2
, 再調整を した も の が2 6 郷あ っ た ｡ 人口 が希薄で面積の 広 い 地域 で は ､ 複

数の 自然村をま とめ て 行政村が作られ た ｡ しか し ､
こ の 時点で は行政村は

す で に 政権で はなく ､ 郷 の 補助機構 となり ､ 村主任は副郷長､ 郷政府委員 ､

郷政府秘書長な どが兼任 した
(2 5)

｡
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19 5 0 年の 中央人民政府政務院 ｢ 郷 ( 行政村) 人民代表会議通則+ と ｢ 郷

( 行政村) 人民 政府組織通則+ に もと づ い て ､ 郷 と行政村 の 人民代表会議

は
一

般 に直接選挙 に よ っ て 選 出された ｡ 郷と村の 人民政府は 同 レ ヴ ュ ル の

人民代表会議が選挙 して 選出 した ｡ 5 1 年 4 月 ､ 政務院が ｢ 人民民主政権建

設 工作に関する指示+ を発する と ､ 北京市は村人民政府を選出す る試験 的

選挙業務を開始 した ｡ 5 1年8 月 ､ 北京市人民政府委員会と北京市政治協商

委員会会議は ｢ 選挙区 ･ 村人民政府に 関する 決定+ を発出 し､ 選挙業務が

行わ れた ｡ こ の 際 ､ 16 の 全郊外 地域 の2 87 郷 ･ 村人民 政府選挙 が終了 し た ｡

なお ､ 5 3 年 2 月 に 中央人民政府委員会が ｢ 中華人民 共和国全国人民代表大

会及び地方各級人民代表大会選挙法+ を採択する と ､ 全 国的 に民主選挙を

行う法的準備が整 い
､ 北京市で も ､ 市 ､ 区､ 郷鎮 の それ ぞれ の レヴ ュ ル で

選挙委員会が成立 した ｡ 5 3 年 6 月 の 時点で は ､ 海淀区の 察公荘郷 と東郊区

関荘郷で 試験的選挙が行われ ､ 5 4 年 2 月 に郊外地域 で 普通選挙業務が行わ

れ ､ 郷鎮の 人民代表が選 出さ れ た ｡ こ の 度の 選挙 で は7 , 4 8 2 名 が当選 し､

その うち小作 が47 . 0 3 % ､ 中農4 0 % ､ 富農が0 . 5 % ､ そ の 他が12 . 4 7 % を占

め た ｡ 女性代表は1
, 88 5 人に 達 し､ 郷鎮人民代表の2 5 . 2 % を占め た の だ っ

た ｡ 5 4 年9 月 に は憲法と ｢ 中華人民共和国地方各級人民代表大会 ･ 地方各

級人民政府組織法+ が頒布実施さ れ た ｡ 北京市選挙委員会は こ れ にもと づ

い て ､ 5 6 年 7 月か ら9 月 にか け ､ 郷鎮人民代表大会 の 改選業務を行 っ た
｡

郊外の13 0 の 郷 ､ 鋳で は人民代表6
,
1 3 6 名が選出さ れ ､ その なか で 農民 が80

.

7 % を占め ､ その 他の 各界人士 は19 . 3 % だ っ た
｡ ま た女性代表は1

,
4 8 0 名

で2 4 . 1 % を占め た ｡ 『農村基層民 主建設研究』 は ､ 前回以上 に代表性が高

ま っ たとして い る ｡ も っ とも ､ 5 7 年の 反右派闘争以 降は ｢ 左+ の 影響が強

まり ､ 5 8 年の 改選 は整風運動と終始結び つ けられ ､ 左 の や り方が選挙 にも

ち こまれ ､ 人民民主制は重大な影響を被 っ た の だ っ た
(2 6)

｡

農業生産合作社の 組織は ､ 全体社員大会また は社員代表大会､ 管理委員

会､ 監察委員会より構成 され る ｡ 全体社員大会また は社員代表大会は最高

権力機関で あり ､ 管理委員会は執行機関で あ る ｡ 管理委員会の 領導の も と
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に直接農業生産労働に従事する の が生産隊で あり ､ そ の 下郡に生産小 隊 ､

生産小 組が あ っ た ｡ 監察委員会は管理委員会に平行する 機関 で あ っ た
(2 7)

｡

選挙や社 会主義改造 の 過程 で ､ 共産党 の 地方組織は重要な役割を果 た し

た ｡ 1 9 5 1 年か ら56 年 にか けて の 農村に おける 大規模な選挙にお い て ､ 上 は

中共北京市委員会か ら ､ 下 は区､ 郷鎮､ 村 の 党支部に い た る ま で ､ 多く の

労力を投入 して ､ 選挙 の プラ ン ､ 準備か ら実際の 実施に い た るま で 多くの

役割を果た した ｡ ま た ､ 例 え ば､ 互助組の 成立 にあ た っ て は ､ 運動の 初期

にお い て ､ 市党委員会と市政府郊外地域 工作委員会は それぞれ 互助合作研

究組と互助合作科を設け､ 区で は区長 ･ 副 区長も しく は区委員会委員 1 名

が 互助合作を主管し ､ 専任幹部3 人 が具体的な業務を管轄 した ｡ また ､ 村

の レ ヴ ュ ル で は生産委員会の 下 に互助合作指導小組を作 っ た ｡ こ の よう に

しなが ら ､ 各級党委員会は定期的 に 互助合作業務を話 し合い
､ 農村で は支

部委員会に 1 名 の 専任職 を設 けて 領導 した ｡ さ ら に ､ 党は合作社 の 民主 的

管理 に も力を尽く した ｡ 豊台区 の 自盆宕郷 の 例 をあげる と ､ そ こ で は お よ

そ合作社に関連す る重要間琴はす べ て 支部委員会で 議論のうえ決定さ れ た ｡

支部委員会は10 日 に 1 回 ､ 月 3 回開か れ ､ 毎月 第1 回 の 会議で は月間計画

を議論 し､ 第2 回会議で は郷政権と青年団や婦聯の 業務 に つ い て議論 し ､

第3 回 の 会議 で はその 月 の 業務に つ い て 総括する と とも に､ 翌月 の 業務計

画 に つ い て 議論 し ､ 支部大会の 準備を行 っ た ｡
-合作社に 下属す る 生産隊 に

は党小組が設 けられ ､
10 日 に 1 回党小組長聯席会が 開か れ た ｡ 支部党員大

会 は ､ 毎月 1 回開か れ ､ 毎月の 支部業務の 計画 と重要事項に つ い て 話 し合

っ た ｡ も っ とも ､ 同時に50 年代 の 農村に は普遍 的 に ｢村は村を見 ､ 戸 は戸

を見､ 社員が見る の は党支部だ+ と い う言 い 方があ っ た よう に ､ 党の 存在

が圧倒 的 で ある こ と に ともな っ て ､
マ イ ナ ス の 現象が存在 した こ と は否定

で きな い
(2 8)

｡

(3) 互助 ･ 合作 の 問題点

互 助 ･ 合作化の 過程 に お い て は ､ 問題 も存在 した ｡ 農民 に 互助組 - の 加
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入が強制さ れ たり ､ 農民 の 経済的利益 が犯 され た り した ｡
つ まり農民 の 願

望 を尊重せ ずに ､ 土地か ら の 配当を低く見積も っ たり ､ 土地か ら の 配当を

取り消しに した り ､ 農民 の 生産資材を低く見積も っ たり した ｡ ま た ､ 財務

が不明朗な合作社も多々 あ っ た ｡

合作化が完了 した後も ､ 問題点は多々 あ っ た ｡

まず ｢
-

平二 調+ ( 一

に平均 ､ 二 に 上方 - の 移動 [ 上調.]) と い う絶対平

等主義の ｢ 共産風+ が吹い た ｡ 19 5 6 年､ 石景山区七 一

高級合作社 の 事例 に

つ い て み る と ､ 9 つ の 初級合作社が統合 して で きた 同社で は ､ 土 地 に利益

を与えな い 政策を 一

律 に 実施した ば か りで なく ､ ｢ 統
一

核算+ (全 部ま と

め て の採算の 計算) を行 い
､ も ともと各初級合作社 に 属し て い た土地 ､ 生

産材料 ､ 公共財 産等を 一 括 して 高級合作社に集め ､ 年末に総計 して 平均 し

て分 配 した ｡ も ともと条件 の 良か っ た初級合作社の メ ン バ ー に と っ て は ､

収入の 半減､ 生活水準の 極端な低下 が起 こ り､ 彼ら の 不満を呼び ､ 積極性

を奪う こ と にな っ た ｡ 特 に最後に 入社した 中農た ち にと っ て は ､ 損な こ と

ばかり で ､ 自然と多く の 人が退社の 道を選 ぶ ｢ 退社風+ が起き た ｡ 合作社

章程に は ｢ 入社自願 ､ 退社自由+ とあ っ た が ､
こ の 退社風に対峠して 党と

政府は高圧 的な政策を用 い
､ 退社 を望 ん だ人 々 に対 し裁判所 を通 じた処罰

や ､ 中傷を行 っ た
(2 9)

｡

ま た ､ ｢ 政社不 分+ の 現象が起き た ｡ 合作社の 規模 は1
,
0 00 戸 以上 の も

の か ら50 戸以下 の も の ま で多様で あり ､

-

郷
一

社 ､

-

郷数社 ､ ある い は ､

-

村
一 社 ､

-

村数社 ､ 数村
一

社まで い ろ い ろ あり､ 政治と合作社 の 業務､

職責の 不分明を招 い た
(30)

｡ 結果 的 に合作社が政府に代わる ｢ 以社代政+ の

現象が遍く出現 した ｡ 合作社 の 業務負担は重くなり ､ 非経済領域 の 業務 に

引きずられ て 経営 に支障を生 じ､ 他方､ 政府の 能力 は低下 し､ 大衆の 政経

に村する自覚は暖昧化して い っ た ｡
こ の 政社不分 の 問題 は ､ もとをた だ せ

ば､ 党政不分 ､ 党社不分 が招い たも の で あ っ た
(3 1)

｡

さら に ､ 幹部の作風 問題 があ っ た ｡ 第 1 に ､ 大衆の 生活や 苦痛 に 関心 を

払わな い 官僚的手法で あり ､ 個人 と合作社の 利益 の 間に矛盾が生 じた際に ､
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一

方的に 個人 に
_
譲歩と忠誠を要求する ケ ∵ ス が多々 あ っ た ｡ 第2 に ､ 地位

を利用 して 特権的な立場 に立 つ 幹部も多数 い た ｡
つ まり多額の 交際費を用

い た り ､ 標準以上 に大きな オ フ ィ ス･を構えたり ､ 本来仕事で な い も の ま で

自分の 仕事 に カ ウ ン トして 生産労働を避けたりする ケ
ー ス で あ る ｡

こう し

て彼ら は大衆か ら遊離して い っ た ｡ 第 3 に ､ 客観的な条件を軽視して ､ 大

衆と意見調整も行わず､ 盲目的 に高 い 目標を設定 して 高収益 を目指 し､ そ

の た め に 強圧的な命令的手法を採る と い っ たケ
ー

ス があ っ た ｡
こ れ ら の 背

景 に は ､ 法整備 の 遅 れ ､ 幹部 の腐敗 ､ また大衆の 民 主的権利の 用 い 方 の 限

界な どの 背景がある と言える ｡

最後に ､ 合作社の 経営管理 が混乱 し､ 農民 の 積極性が低下 した こ とが あ

げられ る ｡ 合作社 に よ っ て は ､ 生産大隊 ､ 中隊､ 小 隊､ 小組 と4 ラ ン ク の

生産組織を抱 えて おり管理 しきれ ず､ 職責が不分 明な ケ
ー

ス な どがあ っ た ｡

ま た ､ 粗雑で非現実的な生産計画 ､
い い 加減な財務管理と収支の 長期的な

非公 開 ､ あ げく はサ ボタ
ー ジ ュ な どが生 じて い た

(32)
｡

(4) 二 つ の 道

合作化完成後の 諸問題 は北京市だけの 現象で はなか っ た ｡ 退社騒 ぎ､ 分

社騒 ぎ､ 食料要求､ 集団請願 ､ 幹部殴打な ど多く の 重大な事態が出現し ､

崩壊 し解体 して い く合作社 も決 して 少なく･ なか っ た の で あ っ た ｡ こう した

状況 に対 して ､ 毛沢東は ､ 問題 は資本主義の 道 を歩もうとする少数の 富裕

な 中農 で あり ､ 彼 ら に対 して ｢ 説理 闘争+ ( 理論闘争) を行う べ き で あ る

と判断した ｡
こう して19 5 7 年8 月 8 日､ 中共中央 は ｢ 全農村人口 に対 して

大規模な社 会主義教育を行う こ と に関する指示+ を発出 した ｡ 北京市党委

員会 は 機敏 に対応 し ､ 1 2 日北京市委員会農村工作部 と宣伝部は共同 で ｢ 中

共中央 の 『全農村人 口 に対 して 大規模な社会主義教育を行う こ と に関す る

指示』 を貢徹実行する こ と に関する計画+ を発出 し､ 市委員会農村整風領

導小組と農村整風 弁公 室を成立 させ た ｡
こ の 社会主義教育運動は ､ 大衆 に

自由 に意見を述 べ させ それ を聴取す る ｢ 鳴放+ から始まり ､ 多く の 正直な
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意見も出た が ､ 結局 は ｢大弁論+ ( - ｢ 大嶋大放+ (大 い に意見 を出 し､ 大

い に討論し合う)) によ る 階級闘争の な か に 埋没 して い っ て しま っ た ｡ 大

弁論の 過程で は ､ 自殺者も出 た し ､ 暴力事件も ､ ま た個人非難の デ モ も行

わ れた ｡
こ の 運動 の 結果 ､ 農民 は自覚を高め ､ 退社 した が っ て い た農民 は

退社 を撤回 し ､ 退社 した農民は再 び入社 した とされ る が ､ 真実の ほ どは押

して 知る べ しで あろう
(3 3)

･
｡

3 .

.
人民公社 (1 958 年 - 1 9 83 年)

人民公社は大躍進運動の 産物で ある ｡ 19 58 年 5 月 5 日か ら23 日 に か けて

第8 回党大会第2 回会議が開催さ れ ､ そ こ で社会主義建設の 総路線が採択

され る と ､ 人民公社は全国 に拡大して い っ た ｡ 初期の 人民公社 は合作社の

合併 に よ っ て 生ま れ た大規模な生産組織と い う特徴をも つ
｡ ま た ､ 平均主

義的分配や ､ 自留地廃止 ､ 公共食堂 な ど共産主義熱を極端に 反映して い た ｡

8 月29 日 ｢ 人民公 社設立 に つ い て の 決議+ が採択される と例 に よ っ で ､ 短

期間に急速な人民公社化が進行 した ｡ こ れ に 対 して ､ 年末に は調整 が行わ

れ る が ､ 59 年 8 月 の 慮 山会議以降､ 再度急進化し ､
い わ ゆる 3 年自然災害

と相侯 っ て 悲劇的な大量 の 餓死者を出すに 至 っ た ｡ 62 年以降は
､ 政社合

一

と い う性格は変わ らな い もの の ､ 現実的 別参正が行われ ､ 生産隊が基本単

位となり ､ 自留地 が復活し ､ 公共食堂 が廃止さ れ る な ど､ 平均主義が是正

され た ｡ 8 2 年憲法で その廃止 が決定さ れるま で ､ 人民公社 は2 0 年に わ た っ

て 事実上 の 行政 ･ 経済組織と して 存在 し続けた の で あ っ た ｡

(1) 北京市に おける大躍進と人民公社化

第8 回党大会第2 回会議 の 直後 ､ 1 9 5 8 年 5 月30 日 に は 北京市人民委員会

第9 回会議が開催さ れ ､ 全市に い っ そう大躍進を広め る こ とが提起 さ れ て

い る ｡ ま た ､ 合作社 の 合併も北京の 郊外地域 で は 5 月から開始さ れ た ｡ 例

え ば順義の19 郷 で は4 14 の 合作社が8 つ の 人民公社 に統合さ れ た ｡ 各公社
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の 平均規模 は9 , 6 0 0 戸 で あ っ た ｡ ま た ､ 8 月17 日 に は中共北京市委員会が

天壇公 園で1
. 5 万人の 参加する大躍 進決起集会を開催 して い る ｡

こ の よう

に北京市もまた大躍進熱の例外 で はなか っ たの で あ っ た
(34)

｡

北 京で は郊外地区2 1 1 郷 に56 の 人民公社 が設立 さ れ た ｡ こ れ に よ っ て 今

ま で と比 べ て ､

一

つ の 人民公社 が管轄する面積は従来の 行政区画 の 3 倍か

ら 4 倍 に相当する よう にな っ た ｡ ま た ､ 1 9 58 年1 0月 に なる と ､ 平谷 ､ 壊柔 ､

密雲 ､ 延慶の 4 県が北京市 に編入 され た
(3 5)

｡ 北京市郊外地区 の 人民公社数

は7 5 に拡大 し､ 各公社の 平均戸 数は10
,
5 5 0 とな っ た ｡ その 後人民公社 の 行

政区画は い っ そう拡大 し､ 全市の 8 郊外地域 にお ける公社数は75 フう､ ら47 に

減少 した の だ っ た
(36)

｡

人民公社に は公社党委員会 と公社管理委員会の 2 大系統が存在 した ｡ 党

委員会に は書記 ､ 副書記 の 他 に ､ 弁公室､ 宣伝部､ 組織部の 3 部門があ っ

た ｡ 管理委員会に は主任 ､ 副主任 に加え て 弁公室 ､ 生産建設部 ､ 財政貿易

部､ 文教衛生部 ､ 民政福利部 ､ 治安保衛部と武装部 な ど7 つ の 業務部 門が

あ っ た ｡ 人民公社は生産組織で ある と同時に ､ 農村の 基層政権 で もあ っ た ｡

生産面 で は分級管理 が行わ れ ､ 公社 の 下 に は生産大隊､ 生産隊が設 けられ ､

当初 は生産大隊が生産を管理す る基本単位とさ れ た ｡ 生産大隊 に は党支部､

生産隊 に は党小組が置か れ ､ 公社 の 規模が大き い 場合 に は ､ 生産大隊 に党

総支部､ 生産隊 に党支部が置 かれ た の だ っ た
(37)

｡

人民公社 で は公社 に よ る 単
一 所有制が実行され た ｡ も とも と豊か な合作

社も そう で な い 合作社も統合後は ､

■
一

切 の 集体財 産 ､ 社員の 自留地 ､ 敷地 ､

家畜 ､

･ 自営林､ 比較的大きな生産道具な どを公社に提供 し ､ 多く納め て も

返却せず､ 少なく納め て も追徴せず､

- 律 に公社 の 管轄に な っ た ｡
こ の や

り方は 当然多くを出 した者に不満 を残す こ ととな っ た ｡ 分配 に つ い て は ､

河南省 の ｢ 衛星人民公社試行章程 ( 草案)+ の 規定を参照 して ､ 半供給 ･

半給与制 を実施 した ｡ 供給部分 は ､ 食費､ 被服費等か らなり ､ 給与部分 は

労働強度 ､ 技術 の 高低 ､ 労働姿勢の 良し悪 しな
､

どに もと づ い て 1 丁 4 等も

しく は 1 -

6 等に評価 され た
. ｡ 社員の 給与等級 は社員の 共 同評価 に よ っ た ｡
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組織は軍事化､ 行動の 戦闘化 ､ 生活集団化を被 っ た ｡ 公社 は民兵師団 に等

しくなり ､ 労働 は作戦 の 形態をと っ て 強化され､ 公共食堂 をつ う じて 生活

は 集団化され て い っ た ｡ 特 に公共食堂 は共産主義熱に よ る も の で ､ ｢ 食事

に費用 が要ら な い の は共産主義の 要素+ とか ､

I
｢ 公共食堂 は社 会主義 の 陣

地で ある+ と い っ たス ロ ー ガ ン が用 い られ た
(3 8)

｡

(2) 大躍進と人民公社化 の 悪影響

大躍進は 客観的条件を無視 して ､ 主観的願望 から出発して ､ 大衆運動 と

い う手法に よ っ て 社会主義か ら共産主義 へ の 過渡を超 えよう とする も の で

あ っ た ｡ その 結果 ､ 誇張風 [ 浮誇風] ､ で たらめ指揮風 [陪指揮風] ､ 共産

風 ､ 強迫命令風 ､ 幹部特殊化風と い う 5 種類の 傾向が現 れ て 災難を生 み 出

した ｡ 誇張風 で は尋常で は か ､ 誇大な生産計画が立 て られ ､ で たらめ指揮

風 で はありえな い 量 の 苗が単位面積 に植えられ たり､ 強迫命令風 で は老人

を全部-
- カ所に住ま わせ る

一

方､ 夫婦 を10 日 に 1 度しか 会わせ ずこ れ に 違

反す れ ば処罰する と い っ た無法がまか りと おり ､ 幹部特殊化風 で は幹部だ

けが特権的な生活を し ､ その 家族 が労働 に参加しな い な どと い っ た顕著な

事例があ っ た ｡ 共産風 は ､

-

平二 調 ､
つ まり平均主義 と徴用 に よ っ て 特徴

づ けられる ｡ 典型的な事例 は ､ 鄭重荘村農民 ･ 鐘万和 の 場合で ､ 彼は土地

改革の 際に 2 間半 の 家､ 3 . 8 畝 の 農地 をもら い
､ 根が倹約家で あ っ た の で ､

農具を購入 し ､
ロ バ を買 い

､ 豚を養う よう に なり ､ 家を建て 替え ､ 生活は

日 ご と に改善して い っ た ｡ しか し共産風 が彼の財産を平等徴収して何 もな

くな っ て しま っ た ｡ 村は強制 的に1 00 元 の 貯蓄をさ せ ､ その 金 が出 せ な い

となる と ､
ロ バ や 豚ま で 引 っ 張 っ て い っ て ､ 肩代りさ せ た ｡ 村で 食堂を経

営する と言 っ て は ､ 家中 の 穀物､ 家具 ､ 石臼を持ち去 っ た ｡ さ ら に動員 し

て 引 っ 越 しをさ せ ､ 彼の 新 しい 家を壊 して 煉瓦や木材を持ち去り ､ 人民公

社の 養鶏場建築に 充て た ｡ こ の ときか ら彼は帰る家がなくなり ､ 何も所有

する も の がなくなり ､ 人の 家の 軒下 に 暮らすように な っ た ｡ 彼 はす っ かり

惟怪して ､ ｢ 私 は土地改革で解放さ れ たゎに ､ 今で は闘争の 対象 にさ れ て
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しま っ て い る+ と言 っ て い る
(39)

｡

(3) ｢ 左+ の 修正と ｢ 反右傾+

大躍進 と人民公社化に とも なう 五風 の 悪影響に つ い て は ､ 19 5 8 年秋 に は

す で に明 らか に な っ て お り ､ 党中央古事左の 誤り に ある程度気 づ い て い た o

1 1月 か ら12 月 の 中共8 期6 中全会で は ､ ｢ 人民公社 の 若干の 問題 に 関する

決議+ が採択さ れ ､ 社会主義か ら共産主義 に はなお相当 の 時間が必 要な こ

とが指摘さ れ た ｡ また 翌59 年2 月 か ら3 月む子か けて の 政治局拡大会議 で は ､

毛沢東が 人民公社建設 の 整頓 に つ い て の 方針を提起 した ｡
こう した方針に

立 っ て ､ 第 1 に ､ 人民公社 で公社 ､ 生産大隊 ､ 生産隊の 3 級管理 を実行 し

採算の 基本単位を生産大隊か ら生産隊 に降ろ す こ とや ｢ 三包 -

奨+ ( 工 事

･ 生産 ･ 資金 に 責任を持ち生産麺過分 には報奨金を払う) の 推進 ､ 労働 に

応 じた分配 を行う こ と ､ 第2 に ､ 公社化以来の 帳簿を明らか に し労働力や

生 産 ･ 生活資材 の徴用 の 決済と償還 をする こ と ､ 第3 に ､ 社員 の 自留地を

回復 し ､ 副業生産を発展させ ､ 家畜の 飼育を奨励 し ､ 第4 に ､ 公共食堂を

整頓し ､ 第5 に ､ 幹部の 作風を整頓する こ とが実行さ れ た
｡

こ れ ら
一

連 の

整頓､ 調整措置は ､ 共産風を制止 し修正する もの で ､ 幹部と社員の 矛盾を

一

定程度緩和 し ､ 社員 の 生産に対する積極性を引き出すも の で あ っ た ｡ し

か しながら ､ 59 年 8 月 の 慮 山会議 で ｢右傾機会主義に対する 反撃+ 闘争が

行わ れ ､ ｢ 反右傾+ が仝尭的に 推進され る と ､ ｢ 左+ 傾 の 誤りを修正する

流 れ は 中断され て しま い
､ 左 の 誤り は い っ そう長 い 期間続く こ と とな っ て

しま っ た ｡
こう して 大躍進以来の 誇張風 ､ で た らめ指揮風 ､ 共産風 がま た

吹き出 した ｡ 場所に よ っ て は自留地 は 回収さ れ ､ 家畜は生産大隊に帰属 し

た ｡ 公 共食堂 が復活 し､ 平均平等主義が行われ ､ 無償 の 徴用が 幅を利かせ ､

農民 の 積極性は再び打 撃を受けた の で あ っ た(40)
｡

( 4) ｢ 緊急指示 の 手紙+ から農業6 0 条

大躍進と自然災害がも た ら した悲劇 的 別犬況に 際 して ､ 1 9 6 0 年1 1 月 ､ 中
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共中央は ｢農村人民公社の 目下 の 政策問題 に関する 緊急指示の 手紙+ を起

草し ､ 1 2 項目 の 方策を提示 した ｡ そ こ で は五 風 の 是正 ､ 徴収物の 清算 ､ 生

産大隊を基礎とする こ と ､ 自留地や家庭副業の 許可な どが盛り込ま れ ､ ｢ 三

包 -

奨+ の 経営管理体制を実行す る こ とを具体的 に提案 して い る ｡ こ の 書

簡は当時の 状況に と っ て 重要な転換点とな っ た ｡ 6 1 年 2 月 に な る と毛沢東

は ｢農村人民公社工 作条例(草案) + ( い わ ゆる ｢ 農業6 0 条+ ) を起草 した
(4 1)
ム

5 月か ら6 月 に 開か れ た中央工作会議で正式に草案が制定さ れ ､ 6 2 年9 月

の 8 期10 中全会で 正 式に採択 さ れ た ｡ こ の 間 ､ 6 1 年10 月 に中共中央は ｢農

村の 基本核算単位問題 に 関する指示+ を発 し､ 6 2 年 2 月 には ､ ｢ 人民公社

の 基本核算単位を改変する 問題 に 関する指示+ を発出 して い る ｡ 6 2 年の 条

例 で は労働に 応じ た分配 ､ 生産隊 に基礎を置く生産手段 の 3 級所有制がな

どが規定さ れ ､ 人民公社 に対する 包括的な条例 とな っ た
｡

こう して 左 の 誤

り は相当程度修正さ れ る と とも に ､ 人民公社 は安定化の 局面 に入り ､ 条例

が78 年 に修正さ れ る まで 農村 の 基本 的な制度と して 生 きなが らえる の で あ

る
(4 2)

｡

(5) 北京市 の 基本状況

北京市も5 9 年 ､ 60 年と大規模な自然災害に みまわ れ た ｡ ｢19 5 9 年､ 北京

郊外地域が被 っ た自然災害の種類 は多く ､ 面積は広く ､ 被害は重か っ た ｡

厳 しい 干ば つ
､ 頻繁な風 と電 ､ そ して 百年 にあ る かな い か の 冠水な ど､ そ

の 甚大さ の 程度は歴史的 にも極め て まれ なもの で あ っ た ｡
こ の

一

年､ 3 月

下旬 か ら6 月初旬 に は80 日以上雨 が 降らな か っ た ｡ 郊外地域50 万畝 の 山間

部の 耕地で は種を蒔けず､ 小麦は干ば つ の 影響を受けて 収積 に影響 した ｡

4 月 下旬､ 晩霜が連 日 降り たの は6 0 年来未曾有 の 現象で あり ､ 春野菜や 冬

を越 えた小麦さ ら に その 他の 春作物 は みな大きな脅威を受けた ｡ 6 ､ 7 月

に は前後して 7 度の 大きな風電の 被害があり､ 12 区 ･ 県で3 0 万畝 の 農作物

が吹き倒され ､ 傷 つ い て だめ に な っ た ｡ 7
.

､ 8 ､ 9 月 の 3 カ月 に は ､ 平野

部で の 降雨量 が1 , 0 6 6 ミ リ に 達 し､ 普通 の 年の 降雨量 よりもさ ら に4 00 ミ リ
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も多か っ た ｡ 近郊地域全体で は2 50 万畝以上の 農田 が災害を被り ､ それ は

農地総面積 の 三 分 の
一

に達し た+ ｡ ｢1 96 0 年の 自然災害は
､ や はりかな り

厳 し い も の で あ っ た ｡ 3 月 から 5 月 に春 に種を蒔く期間､ 降雨量 は普通 の

年の 半分 で あり ､ 8 月 に は秋 干ばつ が あり ､ 2 00 日以上 も耕地を潤す よう

な雨が 降らなか っ た ｡ 平谷 ､ 順義､ 延慶､ 房山の 一 部の 山間部 で はまた電

害､ 風害に 遭遇 し ､ 近郊の 野菜栽培地 区で は相当 に厳 しい 病虫害の 脅威を

受けた の だ っ た+ ｡ こ の ため ､ .
19 5 7 年に7 . 8 億 キ ロ だ っ た穀物の 総生産量 は ､

5 9 年 ､ 60 年 に は5 . 5 億ヰ ロ に まで 下降し た ｡ その 結果 ､ 例 え ば ､ 配給切符

で提供さ れ る商品は ､ 58 年以前 に は わずか 4 種類 だ っ たも の が ､ 59 年に は

12 種類 に なり ､ 6 0 年 に は50 種類 ､ 6 2 年 に な る と102 種類 に ま で 拡大さ れ ､

市民 の 生活水準 は目 に見え て低下 した の だ っ た
(43)

｡

1 9 6 2 年 9 月の 農村人民公社工作条例 の 制定と前後して ､ 牝京市 で も調整

が行わ れ た ｡ 第1 に ､ 人民公社の 規模が縮小 さ れ た ｡ 人民公社 はもとも と

郷 の 規模 で設立 さ れ て い たが ､

■
19 6 3 年 にな る と ､ 北京市8 郊外区 ･ 県の4 7

の 人民公社 は21 0 に新た に分割さ れ た ｡ ま た生産隊を基本単位 とす る 3 級

所有制 が実施され た ｡ 第2 に ､ 平調 の 誤りも訂正さ れ ､ 生産と補償が行わ

れ た ｡ 第3 に ､ 平均主義 の 分配制度が是正 さ れ､ 公共食堂が廃止 され ､ 三

包 -

奨 ･ 定額管理 ( ノ ル マ 管理) ･ 評工記分 (仕事 の 軽重 ･ 成績 の 優劣を

評定 して 点数を つ ける) 制度が実施さ れ ､ 労働に応 じた分配 が徹底され 多

く働 い た者が多く得る原則が貫か れる よう にな っ た ｡ 第 4 に ､ 自留地 の 数

量 を調 整 して 耕地面積 の 5 % まで 許可 し､ 家庭 の 副業を奨励 し ､ 集市集易

を回復 した ｡ 第5 に ､ 幹部の 作風 を整頓 した ｡ こう して 人民公社体制 に は

基本的安定が もた ら さ れ ､ そ れ は文革初期ま で続く こ と とな っ た
(44)

｡

そ の 後中央の 政策に村応 して ､ 北京市 で は196 3 年 5 月 に ｢ /ト四清+ と い

う社会主義運動 が行わ れ ､ 9 月 に は 四清運動が行われ た ｡
こ れら の 運動は

幹部 の 作風を改め る 上 で積極的な面 があ っ た が ､ 階級闘争が 強調 され た結

果 ､ 不 要な打撃を大衆に与える こ と にな っ た ｡ 文化大革命中 はfj
E]
B 乱 が生 じ

た が ､ 6 7 年末に な っ て 人民公社革命委員会が成立する と指導部すま相対的に
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安定し ､

一

定の 正 常化を実現 し た ｡ も っ とも体制上 の ｢ 一

大二 公+ (組織

が大き い こ と が
一

番大事で ､ 公 の 度合 い が高 い こ と が 二番目 に大事) が
一

面的に強調さ れ る な どしたた め 生産隊の 経営自主権は十分 に尊重されなか

つ た ｡ こ の 期間 ､ 大隊を採算の 基本とする 単位 は4
,
0 2 6 に増 えた の に 対 し ､

生産隊を採算の 基本とする 単位 は600 以 上も減 っ た の だ っ た ｡ また分配 の

上で は平均主義 の ｢ 大鍋飯+. が実行され ､ 労働 に応 じた分配 の 原則を破壊

して しま っ た(4 5)
｡

ま た ､ ｢ 以糧為綱+ (食料を政策の 要 にすろ) を 一 面的 に 強調 した結果 ､

農業生産は単
一

化 し ､ 林業､ 牧畜 ､ 漁業等の 発展 が 阻害された ばか りで な

く ､ 近郊で野菜を植える べ き土地 まで 穀物生産に使 われた ｡ 1 9 7 6 年に は6 5

年に比 べ て ､ 農業給生産値は6 6 . 2 % 増加した ｡ しか し ､ ｢ 政治の 帳簿は つ

ける が ､ 経済の 帳簿は つ けな い+ ため ､ ま た代価を顧みず単位面積あたり

の 穀物生産量 の 増大を目指した [ 過黄河 ､ 跨長江] 結果 ､ 北京市近郊の 農

村で は増産 は した が増収は で きな い と い う減少が遍く広 が っ て い たの で あ

っ た
(46)

0

(6) 人民公社 の 解体

人民公社は解体す べ く して 解体された ｡ こ こ で はそ の 間題点を簡単 に紹

介して おく こ ととする ｡ 第1 に ､ 権力の 高度集中が あげられる ｡ そ こ で は

党の 農村に対する
一

元的領導が行 われた ｡ 公社党委員会と大隊の 党支部は ､

権力 の 実際の 掌撞者で あ っ た ｡ その なか で も権力は 書記の 手に集中 して い

た ｡ 第 2 に ､ 経済が完全 に計画化さ れ た ｡ 人民公社の も と で は農業経営は

公社 ､ 大隊の 領導下 で の 生産隊経営だ っ た ｡ この 方法で 政府は最も計画化

し難 い 農業経済を計画の 中 に包摂 し､ しかも農民 の 自由を制 限する 方式で

こ の 種の 計画 を執行する こと にな っ た ｡ 第3 に ､ 人民公社 は農民の 生産労

働 ､ 政治活動､ 家庭生活に対し て 統
一

的で 厳格な管理 と制 限を行 っ た ｡ そ

れはイ デオ ロ ギ
ー

､ 治安保障､ 政治圧力 ､ 組織的束縛な どの 経路 を つ う じ

て 行われたの で あ っ た ｡
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そ して こう した 問題点は次の ような マ イナス を生み 出 した ｡ 第 1 に ､ 農

村 の 経済活力を窒息させ ､ 農業の 停滞を招き ､ 農民 の 生活を遍く貧困に と

どめ た ｡ 第2 に ､ 農村社会の 正常な分化 ､ 流動を阻害 し､ 階層変化の 停滞

を生み 出 した ｡ 第3 に ､ 農村 の 政治発展を阻害した ｡
こ の よう に 人民公社

は その 出発点か ら悲劇の 種を胎 ん で い た の で あ っ た ｡

1 9 7 9 年12月 ､ 北京市は農業生産責任制を確実なも の とする た め の 会議を

招集 し､ 生産請負制を核心 とする農村経済体制改革に 踏み 出す こ と にな っ

た
(47)

｡ そ して8 2 年憲法が郷鎮村制度 の 導入 を志向した こ と は ､ 人民公社解

体 の 決定を意味 した ｡ 8 3 年10月 の 中共中央の ｢ 政社分離を実行して 郷 政府

を打ち立て る こ と に 関する通知+ に よ っ て ､ 公社の 解体が現実に 進 められ

て い くの で あ る ｡

むすび にかえて

中国の 政治社会の動きを観察 して い る と ､ ジ グザ グ の 揺り戻 しパ タ
ー

ン

は
､

お馴染 み の 現象で あ■る ｡ 農業合作化や 大躍進 と い っ た キ ャ ン ペ ー

ン は ､

必 ずと言 っ て 良い ほ ど極端な運動を呼び ､
こ れ に は数々 の ブ レ ー キ が掛か

る ｡ 本稿で 言えば､ 19 5 3 年3 月や55 年3 月の 動向が その 例 で ある し ､ 58 年

1 1月や59 年2 月 の 動向もそ の 事例 で ある ｡
こ の ブ レ ー

キを こ そ ､ 懸命な理

性の作用 と見る べ きな の だろう ｡ しか しながら ､ その 動き は結局 ､ より大

きな力 に よ っ て 押 し切 られて い く ｡ 例 えば ､ 5 5 年 7 月以 降の 農業合作化 の

動きや ､ 59 年8 月以 降の 反右傾 な どがそれ にあ た る ｡ 理性的な抑制作用 が

結局 は突破され た かなり初期 の 現象と して ､ 特に55 年の 農業合作化に は ､

注目 した い と考えて い る ｡ また ､ 運動が極端化する こ とが指導者の 予想 を

超える こ と だ っ た の か どうか に つ い て は ､ 十分な検証 が必 要 とされ よう ｡

中央 の 方針 ･ 政策が実行さ れ る パ タ
ー ン だが ､ 中央に対 して 北京が先行

して い るケ ー

ス もあれ ば､ 北京が 中央を追い か けて い る ケ
ー

ス もあ っ た ｡

建国初期が前者 の例 で あり ､ 土地改革は北京で先行 した ｡ それ は政権確立
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期 にお ける 首都圏の 権力掌握 の 充実度や全 国に 村する モ デ ル と して の 重要

度を意味し て い よう し ､ 内戦 の 進捗度と も関連 して い よう が ､ なお考察の

待た れる課題 で あ る ｡ 1 9 5 5 年の 毛沢東 に よ る 農業合作化 の 呼び か け以降は

後者 の 例 で あり ､ 北京市は中央の 政策 の 忠実な追随者で あ る か の よう に み

える ｡ しか しな がら こ の 点もなお い っ そう の 考察が必要 で ある ｡

本稿の タイ トル は ｢ 沿革と変容+ と し､ 改革開放後の 時期ま で を射程 に

入れ た考察を意図 して い た が ､ 時間の 制約か ら果た せ なか っ た ｡ ｢ 変容+

の 部分に つ い て は ､ 他日を期す こ とと した い
｡

註

( 1 ) こ こ で 簡単に列挙して おく と､ 以 下 の よう に なる ｡ 論文① ｢ 北京市に おけ

る『街居制』の 沿革と変容+ ( 『法学新報』第110 巻第 3 ･ 4 号 ,
2 00 3 年 8 月) ;

論文② ｢ 郷鎮政治の 現状 に 関す る
一

考察+ 『法政理 論』 第33 巻第 4 号 (2 00 1

年 3 月) ; 研 究ノ ー ト① ｢ 農村基層行政 に お ける権力関係 : 郷鎮 ･ 村関係 と

両委関係+ ( 平成13 年度 -

1 5 年度科学研究費補助金研究成果報告書 『中国農

村の 土 地財産権と末端行政 に関する学際的研究』2 00 4 年 3 月) ; 研究ノ
ー

ト

② ｢ 北 京市都市部の 『基層 政治』 の 構造変動 に 関する
- 一 考察+ (『新潟大学研

究プ ロ ジ ェ ク ト報告書 : 中国東北 ･ 華北地域 に お ける地 方社会の構造変動に

関す る学際的研究』2 00 2 年 3 月) ; 研 究ノ ー ト③ ｢『北京市郷 ･ 民族郷 ･ 鎮

人民代表大会組織条例』 の 96 年改正 に 関する･-- 一 考察+ (『新潟大学大学院現代

社会文化研究科研究 プ ロ ジ ェ ク ト報告書 : グ ロ
ー

バ リ ゼ ー

シ ョ ン に関する 学

際的研 究』 20 0 2 年3 月) ; 研究ノ ー ト④ ｢居民委員会 ･ 村民委員会に 関連す

る北 京市の 地方法規 に つ い て+ (『新潟大学研究 プ ロ ジ ェ ク ト報告書 : 中国東

北 ･ 華北 地域 にお ける 地方社会の 構造変動 に関する学際的研 究Ⅱ』2 00 3 年 3

月) ; 研究ノ ー ト⑤ ｢『北京市郷 ･ 民族郷 ･ 鎮人民代表大令組織条例』 の 96

年改正 に 関す る
一

考察(Ⅰ)+ (『新海大学大学院現代社会文化研究科研究プ ロ ジ

ェ ク ト報告書: グ ロ
ー バ リ ゼ

ー

シ ョ ン に 関する 学際的研究 ･ 第 2 号』20 03 年

3 月) ｡ 論文①は北 京市 の 都市部の 基層制度 の 沿革と変化を扱 っ たも の だが ､

本稿は非都市部 の 沿革を主題 に据 える とい う点で ､ 同稿を敷術する 意味を持

つ て い る ｡

( 2 ) 本稿 は主 に衰達毅等 『農村基層民主建設研究』(中国社会出版社,
2 00 3) ､

特に その 第1 章 (執筆分担 は周五 -

) と ､ 範珪, 張大中, 徐惟誠主編 『当代

中国的北京Ltj』( 中国社会科学出版社, 19 89) をもと に ま と め たも の で あ る o
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引用箇所や数値等に つ い て も基本 的に こ の 2 著の 記述 にも とづ い て い る ｡

.
出

典 を確認で きる もの に つ い て は 可能 な限り原典 に拠る ベ く努めた が ､ 出典の

多くが必ずしも
一

般 の 閲覧 に供さ れて い ない 一 事実上 の 内部資料で ある と付

度され る - ためで ある ｡

( 3 ) 原 文は多くの 資料 に収録され て い る ｡ さ しあたり 『北京市重要文献選編1 9

4 8 . 1 2 - 19 4 9』 ( 北京市楢案館 ･ 中共北京市委党史研究室編, 中国楢案出版社,

20 0 1) 32 6 頁が便利 で あるが ､ 同書 が出典と して い る の は 『北平和平解放前

後』(北京市楢案館編, 北京 出版社 , 198 8) で ある ｡ なお 『農村基層 民主建

設研究』 は こ の 草案が北平市人民政府が招集した区長聯席会議 にお い て修正

の 上採択 され たとする が ､ 採択案に つ い て も､ ま た 3 月3 0 日 に葉剣英市長が

署名の 上 ､ 発出 したと される ｢偽保甲制度 を廃止す る こ と に 関する 北平人民

政府令+ に つ い て も 『北京市重 要文献選編19 4 8 . 1 2 - 1 94 9』 に は収録 され て

い な い
｡

( 4 ) 『農村基層民主建設研究』 2 9 頁 ｡

( 5 ) 同上書,
3 1 頁 ｡

( 6 ) 『当代中国的北京LB』 6 2
-

6 3 頁 ｡

( 7 ) 『農村基層民主建設研究』32 頁 ｡

( 8 ) この 決定に 先立 っ て ､ 同年 4 月 に市委員会 は郊外地域農田土地 会議を開催

し ､ 1 0 条か ら なる 臨時弁法を制定して い る ｡

( 9 ) 『北京市重要文献選編19 5 0』 ( 北京市楢案館 ･ 中共北京市委党史研究室編,

中国楢案出版社 , 2 0 01) 4 8 8
-

4 91 頁 ｡

( 1 0) 『北京市重要文献選編19 48 . 1 2
-

1 949』 ( 北京市楢案館
･ 中共北京市委党史

研究室編 ､ 中国楢案出版社 ､ 2 0 01) 72 7 - 7 31 頁｡

( ll) 『農村基層民主建設研究』3 8 頁 ｡

( 1 2)
一

般 に土地 改革 は19 5 0 年 6 月 の ｢ 土 地改革法+ を噂矢と して ､ 5 2 年に完了

した とされ る の で ､ 北京市で は それ に 先だ っ て 実施され ､ 終了 した こ とにな

る ｡ 土 地改革法は富農経済の 温存を図る穏健な内容の もの だ っ た が ､ 現実に

は ､ そ の 主旨は徹底 されず､ 4 7 年の 土 地法大綱と同 じ､ 頭割りの 均分が行わ

れて い っ た ｡

( 1 3) 『当代中国的北京Ltj』 6 3 1 64 頁｡

( 14)
_
同上書 , 9 3 頁 ｡

(1 5) 互助組 で の 勤務評定 に つ い て は ｢死分死 記+ と ｢死分宿評+ と い う 2 つ の

制度 があ っ た ｡

( 1 6) 『当代中国的北京Ltj』 9 3 頁 ｡

( 1 7) 『農村基層民主建設研 究』 4 1 頁｡

( 18) 『当代中国的北京Ltj』 9 3
-

99 頁｡

( 1 9) ほぼ 同時期 に つ い て 『当代中国的北京Ltj』 は ､ 合作社63 ､ 入社 農戸1 , 02 9
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戸で あると し ､ 郊外地域農戸総数の0 . 5 % で あ っ たと して い る (同書 ,
95 頁) ｡

(2 0) 『農村基層民主建設研究』 4 2 頁､ 『当代中国的北京Lt)』 9 6 頁 ｡

( 2 1) 北京市で は これ に先立 っ て55 年 2 月 2 日か ら 5 日まで 北京市委農村工作委

員会が弁社 工作会議を 開い て おり､ 中央の 第4 回農村互 助合作会議 の 提出 し

た 4 項目 の 基準 にもと づ い て 5 つ の 措置 を提案して い る ｡ また ､ 市党要吉記

. 彰真は 同会議 で最終日 に ｢農業生 産合作社 を上手く運営 しよう+ と いう講話

を行 い ､ 当面は高級合作社を推進 しな い こ と , また大規模合作社 の 成立 を急

ぎすぎない こ とな どに 注意を求めてい る (『当代中国的北京Ltj』9 6
-

9 7 頁) ｡

( 22) 『当代中国的北京Ltj』 9 7 頁､ 『農村基層民主建設研究』4 3 頁 ｡

(2 3) 『当代中国的北 京LEj』 98 - 9 9 頁､ 『農村基層民主建設研究』4 3 - 4 4 頁 o

(2 4) 『農村基層民主建設研究』4 5 頁 ｡

(2 5) 同上書 ,
4 6 頁｡

(2 6) 同上書 , 4 8
-

5 0 頁 ｡

(2 7) 同上書 , 4 7 頁 ｡

(28) 同上書,
5 8 - 6 0 頁 ｡

(2 9) 同上書,
6 6 - 6 7 頁 ｡

(3 0) 北京郊外地域 の 合作社 の 平均規模は 1 社 が4 65 戸 だが ､
こ れ は あく まで 平

均値で あ っ た ｡ 実際に は ､ 1 , 00 0 戸以上 の も の が4 7 社､
5 00 戸 以 上1

, 0 00 戸 以

下 の もの が79 社 ､ 2 00 戸 以上 50 0 戸以下 の も の が13 2 社 ､ 1 0 0 戸以 上20 0 戸以 下

の も の が87 社 ､ 50 戸 以上1 0 0戸以 下 の も の が5 1 社 ､

っ た ｡

(3 1) 『農村基層民主建設研 究』 6 7
- 6 8 頁 ｡

( 32) 同上書,
70 頁｡

( 33) 同上書, 71
-

74 頁｡

( 34) 同上 書, 7 6 - 7 7 頁｡

50 戸 以 下 の も の が3 1 社あ

(3 5) 北京市の郊外地 域はもともと19 52 年前半まで は非常に 限られ たもの で あ っ

たが ､ 5 2 年の 下半期に なる と､ 政務院 の批准 を経て ､ 河北省 に下属 して い た

10 県が相次 い で北京市に編入 され ､ 郊外地域 の 面積は大幅に拡大 した の だ っ

た (『当代中国的北京Ltj』 9 2 - 93 頁) ｡

3 6

3 7

38

3 9

4 0

4 1

『農村基層民主建設研究』 79 - 8 0 頁 ｡

同上書 ,
80 頁｡

同上書 , 81 頁｡

同上書 , 8 2 - 8 4 頁 ｡

『当代中国的北京Ltj』 1 5 1 頁 ､ 『農村基層民主 建設研究』8 5 - 8 7 頁 ｡

『農村基層民主建設研 究』 の 記述 で は ､ 農業60 条の 起草に 果た した毛沢東

の役割が強調され て い るが ､ 1 96 2 年前半､
7 千人大会で 自己批判 し劣勢 に な

っ た毛沢東の状況に つ い て は触れ られ て い な い
｡
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-
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